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南毛利公民館・地区市民センター職員異動のお知らせ 
新たに着任する職員につきましても、前任者と変わらぬ温かいご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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毎年、４月から５月にかけて開催している鯉のぼりまつりは、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、市内における 

患者の発生を極力、抑止し、市民の皆さまの健康と安全を最優先に考え、中止します。 

楽しみにしていただいた皆さまにおかれましては、大変申し訳ございませんが、何卒ご理解いただき 

ますようお願いいたします。 

なお、ご家庭で不要になった鯉のぼりのご提供は、引き続き受け付けています。 

恩曽川を 

きれいにする会 

小瀬村前館長、ありがとうございました。 

この度、３月３１日をもちまして、厚木市立南毛利公民館長を

退任いたしました。 

在任中は、自治会長の皆さまをはじめ各団体の役員、多くの

地域の方々、市職員らのご厚情ご支援を賜り、お陰をもちまして

任を全うすることができましたことを心から厚くお礼申し上げます。 

今後は、一市民として微力ながら明るいまちづくりに協力をして

まいりたいと思っておりますので、引き続き、ご指導を賜りますよう、

お願い申し上げ退任の挨拶といたします。 

小瀬村 泰久 

退任のご挨拶 

飛鳥井地区館長、 

よろしくお願い 

します。 

 昭和４５年４月に社会教育の地域拠点として、旧南毛利村役場の建物（南小

隣、学習支援センター）を利用した、戸数、人口共に市内で一番大きな「南毛

利公民館」が発足しました。 

 初代館長には、温水の河内只五郎さんが就任され、その後、今回退任されま

した小瀬村館長まで、９人の歴代館長の元で、それぞれ南毛利らしい、特色のあ

る活動を展開され、このたびは、文部科学省から「優良公民館表彰」に輝くな

ど、すばらしい実績を積み重ねてこられました。この歴史ある南毛利公民館の館長

を、４月１日付けで拝命し、職責の重さに大変身が引き締まる思いであります。 

 公民館は、身近な生涯学習活動の場として、また、災害や突発的事案など、

安心、安全を確保する窓口となる、地域づくりの拠点としても、幅広い役割を担う

場ともなっております。 

 微力ではありますが、皆様に”親しまれ、信頼される”南毛利公民館を目指して 

まいりますので、ご支援とご協力を引き続きお寄せくださいますよう、お願い申し上

げ、就任のご挨拶といたします。 

就任のご挨拶 

飛鳥井 光治 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年４月１５日号 公民館だよりは、市ホームページ【URL https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/】でもご覧になれます。 

七沢のうぎょうくらぶ 
 
 
 

【日 時】第１回  ６月１４日（日）午前１０時～午後３時 （内容：田植え） ※予備日 ６月２１日（日） 

     第２回  ７月１９日（日）午前１０時～午後３時 （内容：草取り） ※雨天時は案山子作り 

     第３回 １０月１１日（日）午前１０時～午後３時 （内容：稲刈り） ※予備日 １０月１８日（日） 

【会 場】厚木市七沢の田んぼ 

【対 象】市内在住の親子５０人 ※応募多数の場合は抽選。 

【参加費】１人２，７００円（材料費、保険料）、３歳未満は各回４５円（保険料のみ） 

【申込み】厚木市講座予約システム【番号：１９０２００１】、直接、電話またはＦＡＸに催し名、〒住所、電話番号、 

参加者全員の氏名（ふりがな）、性別、年齢を明記し、５月２２日（金）までに七沢自然ふれあいセンターへ。 

【その他】天候により、それぞれ１週間順延もしくは内容を変更して開催することがあります。 

【問合せ】七沢自然ふれあいセンター 電話／２４８－３５００ ＦＡＸ／２４８－４７０８ 

 
 
 
 厚木市立小中学校の適正規模などについて審議・検討する委員を募集します。 
 日頃から、教育に関心のある方などの御応募をお待ちしています。 
【募集人数】２人（書類選考による） 
【活動期間】７月～令和３年３月 
【応募資格】次の条件に全てあてはまる方 
      ①市内在住・在勤・在学の１８歳以上の方 
      ②平日昼間の会議（１０回程度）に出席できる方 
      ③他の審議会などの委員ではない方 
      ④市の議員・職員ではない方 
【応募方法】教育総務課や公民館、市ＨＰにある応募申込書に必要事項と応募動機（４００字程度）を記入し、直接、郵送、

ＦＡＸまたは電子メールで５月１５日（金）（必着）までに教育総務課宛てに提出してください。 
【選  考】委員の選考は、選考委員会において行います。選考結果については、郵送により応募者全員にお知らせします。 
【問合せ先】〒２４３－８５１１ 厚木市中町３－１７－１７（市役所第二庁舎５階） 

厚木市教育総務部教育総務課教育企画係 電話／２２５－２６６３ ＦＡＸ／２２４－５２８０ 
メール／7800＠city.atsugi.kanagawa.jp 

 
 

 令和２年４月から休館日が変わります。 

【休館日】日曜日、第１・第３土曜日、年末年始 

     ※４・１２・３月については、日曜日のみ休館。 

【問合せ】環境事業課 

電話／２２５－２７８０ 

 

 

○祝日に伴う諸証明の発行及び印刷機の貸し出し休止 

４月２９日（水・昭和の日）は祝日のため、住民票や戸籍などの諸証明発行及び印刷機の貸し出しは、行っておりません。 

 ※貸館については、４月３０日（木）まで休止になります。 

 
 

新型コロナウイルス感染の拡大に伴い、地区の方々の健

康・安全を最優先に考え、次の行事を中止とします。皆様の

ご理解・ご協力をお願いします。 

【子育てサロン みなみちゃん】５月１９日（火） 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、通常申請を受けた月から年度末の月までを交付をしているところ、 

令和２年５月２９日(金)までの申請についても１年分を交付します（令和２年４月３０日までに障害者手帳の交付を受けた

者に限る）。例年混雑する４月上旬から中旬を避けて、申請にお越しください。 

※助成内容、対象者、申請時の必要な持ち物については、障がい福祉課までお問い合わせください。 

【問合せ】障がい福祉課 電話／２２５－２２２１ ＦＡＸ／２２４－０２２９ 


